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世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の 

令和３年度活動報告について 

 

 

 

１ 主旨 

 世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」(略称 せたホッ

と)による令和３年度活動報告書がとりまとめられ、このたび区長及び教育委員会に

提出されたため、報告する。 

 

 

２ 活動報告書＜令和３年度＞の主な内容 

（１）新規相談件数 Ｐ５ 

３００件（前年度：２０８件） 

 

（２）相談の主な内容 Ｐ７                    

相 談 内 容 令和３年度 令和２年度 

対人関係の悩み 61 件（20.3％） 37 件（17.8％） 

いじめ 45 件（15.0％） 23 件（11.1％） 

心身の悩み 35 件（11.7％） 25 件（12.0％） 

家庭・家族の悩み 31 件（10.3％） 30 件（14.4％） 

学校・教職員等の対応 29 件（ 9.7％） 24 件（11.5％） 

虐待 23 件（ 7.7％） 10 件（ 4.8％） 

 

（３）初回の主な相談者 Ｐ８               

初回の相談者 令和３年度 令和２年度 

子ども本人 193 件（64.3％） 119 件（57.2％） 

母親 84 件（28.0％） 74 件（35.6％） 

父親 8 件（ 2.7％） 5 件（ 2.4％） 

友だち 4 件（ 1.3％） 2 件（ 1.0％） 

 

 

― 裏面あり ― 



 （４）初回（新規）の相談方法 Ｐ８ 

初回の相談方法 令和３年度 令和２年度 

電話 169 件（56.3％） 159 件（76.4％） 

メール 43 件（14.3％） 41 件（19.7％） 

面接 9 件（ 3.0％） 8 件（ 3.8％） 

はがき（※） 74 件（24.7％） ― 

手紙 3 件（ 1.0％） 0 件 （ 0 ％） 

FAX 2 件（ 0.7％） 0 件 （ 0 ％） 

合計 300 件（100.0％） 208 件（100.0％） 

※相談はがきは令和３年度より開始 

 

（５）新規相談（３００件）のうち年度内に対応を終了した件数 Ｐ５ 

   ２２９件 ※残りの７１件は次年度に継続 

 

（６）委員・専門員の総活動回数（相談対応先別） Ｐ１４ 

相談対応先 令和３年度 令和２年度 

子ども 880 回(39.1%) 774 回(48.4%) 

おとな 975 回(43.3%) 515 回(32.2%) 

関係機関 398 回(17.7%) 310 回(19.4%) 

合計 2,253 回(100.0%) 1,599 回(100.0%) 

   

（７）権利の侵害を取り除くための申立て等 Ｐ１６ 

申立て：０件（前年度：０件） 

    調 査：０件（前年度：０件） 

 

３ 活動報告会の開催（予定） 

  ・名 称  せたがやホッと子どもサポート 令和３年度活動報告会 

  ・日 時  令和４年８月３０日（火） 開会１８時（開場１７時３０分） 

  ・場 所  子ども・子育て総合センター（宮坂３－１５－１５） 

３階 研修室［入場無料、予約不要］ 

  ・内 容  詳細が確定次第、区ホームページなどで周知予定 
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ははじじめめにに  

子どもサポート委員 半田 勝久 

 

「「せせたたホホッッとと」」のの活活動動とと子子どどもものの権権利利条条約約のの一一般般原原則則  

 「せたホッと」の活動は、子どもの権利条約の理念に基づいて実践されています。ケース対応

においていつも立ち返って考えることは、子どもの権利条約の一般原則です。 

 

第 ２ 条 差別の禁止 

第 ３ 条 子どもの最善の利益 

第 ６ 条 生命、生存および発達への権利 

第 12 条 子どもの意見の尊重 

 

 第２条に関しては、この相談の背景に差別はないのか、たとえばいじめの相談の場合、子ども

または親の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは

社会的出身、財産、障がい、出生またはその他の地位が影響していじめられていないか、また実

際に差別によるいじめがあった場合、そこから守られるためあらゆる適当な対応がなされている

のかといった視点です。 

 第３条に関しては、家庭、保育所、施設、学校、放課後の居場所等における子どもにかかわる

すべての活動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されているのか、また子どもに対

してその福祉に必要な保護およびケアが確保されているのかといった視点です。 

 第６条に関しては、虐待や体罰といった暴力から生命が危険にさらされていないか、発達段階

や発達の個人差が考慮された対応や支援等が実践されているのかといった、子どもの生命への権

利が認められ、生存および発達を可能なかぎり最大限に確保されているのかといった視点です。 

 第 12 条に関しては、条約では「自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに

影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子ど

もの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。」（国際教育法研究会訳）とされて

おり、たとえば自分の居場所や進路選択、家庭や学校での決まり事などの決定にあたって、子ど

も自身の見解が重視されているのか、その決定過程に子ども自身の参加が保障されているのかと

いった視点です。 

 

子子どどもものの面面談談とと親親のの面面談談  

「せたホッと」における子どもとの面談では、子どもの現状や気持ちをできる限り子ども本人

から丁寧に聴き取り（書面等でのやり取り含む）、現在起きている問題やその解決の糸口について

把握したうえで、子どもが何に苦しんでいるのか、どういう気持ちでいるのか、どういった方法

で子どもの気持ちを尊重していけばよいのか本人とともに考えていくことを心がけています。 

 親からの相談がある場合は、まずは相談してくれたことに感謝し、提供いただいた情報を整理

するとともに、感情を受けとめる姿勢で話をうかがいます。情報が混乱していることや、「怒り」

「哀しみ」「不安」「不信」「苛立ち」といった感情があふれ出ていることもあります。関係当事者

からの納得のいかない対応が続き、子どもが傷ついている場合は、なおさらそうなることは当然



だと思います。親のこれまでの苦しみ、我慢、疲労、やるせなさ、納得いかない気持ちなどに思

いを馳せ、共感的に話を受け止めます。そのうえで、子ども自身の気持ちに寄り添った対応をし

たいことをお伝えします。「子どもの意見の尊重」に基づく、対応をするためです。 

ここで、子どもに出会うことができず、親からのみ話をうかがうこともあります。そうした場

面では、親から「子どもには相談していることを伝えていない」「子どもは親には動いてほしくな

いと言っている」「子どもは傷ついていて話をできる状態ではない」「子どもは塾や習い事もあり

忙しくて話にいく時間をつくれない」「子どもの気持ちを代弁している」などといった話がしばし

ば聞かれます。そうした場合、引き続き親から丁寧に話をうかがい、子どもとつながることがで

きる機会を待つことになります。 

 子どもから直接話を聴けると、親と子どもの思いが一致している場合と、思いにズレがあり解

決イメージが異なる場合もあります。「せたホッと」が学校など関係機関等に訪問する場合は、子

どもの気持ちを尊重し、親と解決イメージを共有することを大切にしていきます。 

 

関関係係機機関関等等へへのの訪訪問問  

教職員など関係当事者から当該問題の経緯や現状を確認するときには、関係当事者に是正要請

することを前提とせず、ともに解決につなげたいという姿勢で話し合いを進めることになります。 

 問題が生じた場面などをふり返り、このとき起きた事象をどのように捉えているのか丁寧に話

をうかがいながら、子どもの気持ちと関係当事者の思いとのズレを把握します。そして、子ども

はそのときどういった気持ちであったか、今どういった気持ちでいるのかを代弁していきます。

関係当事者はこうした子どもの気持ちにとても驚かれ、場合によってはボタンの掛け違いにショ

ックを受けられることもあります。そのうえで、関係当事者の気持ちを受け止めながらズレを修

正し、関係を修復するための方法などについて検討していきます。そこで重要になるのが、「子ど

もの最善の利益」を第一次的に考慮することです。解決のためにできること、やらなければいけ

ないことなどを検討いただき、それをもとに相談者である子どもにフィードバックします。親と

もその内容を共有するなかで、子ども自身の気持ちの整理や解決につながったかを確認し、子ど

も自身が「もう大丈夫」「相談してよかった」と思えるようになるまで支援を続けます。その後も

安心して過ごしているのかなど見守り支援をしていきます。 

 

調調査査・・調調整整とと「「せせたたホホッッとと」」のの役役割割  

 申立てになり、調査を行う場合も、調査のなかで明らかになったことをもとに権利回復のため

の調整を行っていきます。「せたホッと」における、権利侵害行為の事実認定は、裁判とは違い限

界があります。「せたホッと」は事実認定をして、相手を罰したり、処分したりする権限を持って

いるわけではありません。 

子どもの傷ついた気持ちや苦しい思いをもとに、そうした状況になった背景を整理し、権利侵

害行為があったと認められる場合は是正を要請し、権利侵害とはいえない場合であったとしても、

子どもの置かれた状況を改善につなげるよう執行機関や関係当事者などに働きかけていくことが

「せたホッと」の役割といえます。 

 

 



制制度度改改善善へへのの取取りり組組みみ  

「せたホッと」は申立て案件や自己発意案件を取り扱った結果、権利侵害の状況が引き起きる

要因が、既存の制度や仕組みにあると認められる場合は、制度見直しや改善のための要請や意見

表明等を行うことができます。 

 意見を表明し、教育委員会事務局や区長部局、関係機関等と対話を深めるなかで課題が共有さ

れることにより、制度や仕組みを子どもの権利の視点から見直し、推進できるよう後押しする役

割も担っています。 

 

子子どどもも・・おおととなな向向けけのの子子どどもものの権権利利のの普普及及啓啓発発活活動動  

 「せたホッと」では、出前講座という名称で、小学校・中学校問わず各所で講座を行っていま

す。内容は、依頼のあった学校等と打ち合わせをしながら決めていき、これまで「いじめ予防授

業」、「セーフティ教室」、「家庭での子どもの権利（ヤングケアラー）」といった講座を実施してき

ました。 

子どもを対象としたものの他、保護者や地域住民、関係機関等を対象としたものも行っていま

す。こうした講座は、「せたホッと」の周知だけでなく、子どもの権利の普及啓発につながってい

ます。 

講座を実施するにあたり、学校や依頼者との打ち合わせを丁寧に行うことにより、学校等の抱

える課題解決の一助となっています。子どもにとっては、自分や他者を尊重する気持ちの醸成、

さらには自己実現につながっているように感じています。 

 

ああららたたにに始始めめたたははががきき相相談談  

 令和３年度の活動では、子どもにやさしいやり方で相談を受けられるよう「はがき相談」を始

めました。はがきを含めた手紙の相談は、子どもから 76 件ありました。「せたホッと」から返信

する際には、あらたにはがきを同封します。子どもからはまたはがきをもらったり、やり取りを

繰り返すなかで、電話や面談につながったりしたこともありました。こうした鉛筆で書く相談方

法は、自分専用のスマートフォンやパソコンを持たない子どもにとっては有効であることが分か

りました。 

 

「「せせたたホホッッとと」」のの成成果果とと課課題題をを踏踏ままええてて  

開設９年が経過した「せたホッと」では、これまでの成果を確認するとともに、課題を整理し、

10 年目の活動に生かそうとする取組みを始めました。 

「せたホッと」のような子ども条例に基づく子どもの相談・救済機関は全国で約 40自治体とな

りました。国においては、こども家庭庁の設置やこども基本法案の検討、さらにはこどもコミッ

ショナーについても議論されています。こうした「せたホッと」の活動が、広く社会に還元され、

子どもの権利条約に基づいた子どもの相談・救済機関の広がりや子どもの権利の普及啓発につな

がることを願っています。 
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ⅠⅠ  世世田田谷谷区区子子どどもものの人人権権擁擁護護委委員員「「せせたたががややホホッッとと子子どどももササポポーートト」」のの制制度度  

  

１１  子子どどもものの人人権権擁擁護護委委員員((以以下下、、子子どどももササポポーートト委委員員))  のの設設置置目目的的、、職職務務  

 （１）設置目的 

   子どもの人権を擁護し、権利を侵害された子どものすみやかな救済を図るため。 

 （２）位置づけ 

   地方自治法第 138 条の４第３項に基づく区長及び教育委員会の附属機関（＊） 

 
 
 
 
 
（３）職務内容 

①子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言や支援をすること。 

②子どもの権利の侵害についての調査をすること。 

③子どもの権利の侵害を取り除くための調整や要請をすること。 

④子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べること。 

⑤子どもの権利の侵害を取り除くための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための意見などの 

内容を公表すること。 

⑥子どもの権利の侵害を防ぐための見守りなどの支援をすること。 

⑦活動の報告をし、その内容を公表すること。 

⑧子どもの人権の擁護についての必要な理解を広めること。 

 
２２  委委員員へへのの協協力力  

・区の機関は、委員の設置の目的を踏まえ、その職務に協力しなければならない。 

・区民や区以外の機関は、その職務に協力するよう努めなければならない。 

  

３３  対対象象  

  18 歳未満の子どもの権利侵害にかかる事案（子どもに準ずる場合として 18 歳又は 19 歳で高等学

校等に在学等している場合も対象） 

 

４４  体体制制  （令和４年３月現在） 

（１）子どもサポート委員 ３名             

氏 名 所 属 等 

月田 みづえ （つきだ みづえ） 
昭和女子大学 名誉教授 
佐伯栄養専門学校 非常勤講師 
（子ども家庭福祉） 

半田 勝久 （はんだ かつひさ） 
日本体育大学体育学部准教授 

（教育制度学、教育法学、情報科学、子ども支援学） 

平尾 潔 （ひらお きよし） 弁護士（第二東京弁護士会） 

各委員の独任制を原則とする。要請、意見表明等の際は、より慎重を期すために、委員間の協議により対応する。 

＊子どもの権利侵害の事案には、区立学校で発生したものや、保育所、児童館など学校以外の区の機関で起こ

ったもの、あるいは私立学校、職場、家庭で起こったものなど、多岐にわたることが想定される。こうした事案に対

して、区長部局と教育委員会が一体となって区全体で子どもの権利侵害に関する救済等に取り組んでいくこと

を明確にするため、両執行機関の附属機関として共同設置した。 
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（２）相談・調査専門員 ５名 

   子どもサポート委員を補佐し、相談対応や関係機関との連絡、調整等を行う。 

社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、幼稚園教諭、保育士、中学校

教諭、高等学校教諭、キャリアコンサルタントの有資格者など。 

 

  （３）事務局 

子どもサポート委員の補佐、区組織との連携・調整等を行う。 

   子ども・若者部子ども家庭課 

 

５５  相相談談方方法法等等  

（１）相談方法 

   ○電 話：０１２０－８１０

ホ ッ と

－２ ９ ３

にきゅうさい

 〔フリーダイヤル〕 

   ○メール・FAX：区ホームページで「せたホッと」を検索 

⇒せたがやホッと子どもサポート「せたホッと」のページの「せたホッと」に相談するには 

メールの場合：メールで相談したいをクリック⇒メール入力用フォームに相談内容を記入し、送信 

FAXの場合 ：電話・ファクシミリで相談したいをクリック⇒FAX送信用の用紙に相談内容を書いて 

        ０３－３４３９－６７７７(ホッとにきゅうさいFAX)にFAX送信 

   ○面 接：予約なしの相談も可 

○その他：手紙、はがきによる相談も可 

（２）相談時間    月曜日～金曜日：午後１時～午後８時 

               土曜日：午前１０時～午後６時 (日曜日、祝・休日、年末年始はお休み） 

（３）窓口所在地 

    世田谷区宮坂３－15－15 子ども・子育て総合センター３階 

    （小田急線 経堂駅北口より徒歩７分） 
  

６６  相相談談のの流流れれ（（仕仕組組みみ））  
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７７  擁擁護護委委員員会会議議  

世田谷区子ども条例施行規則第 15 条では、「擁護委員の職務執行の一般方針その他の必要

な事項を決定するため、擁護委員全員で構成する擁護委員会議を設置する」（１項）とし、擁護委

員の互選のもと代表擁護委員を置き（２項）、代表擁護委員が招集し（３項）、非公開とする（４項）と

規定しています。 

案件への対応は各委員の独任制を基本としていますが、会議ではそれぞれの専門分野から子

どもの最善の利益実現のためにどのようにしていけばよいのか検討します。申立て案件や発意案

件に関しては擁護委員の合議で方針を決めています。令和３年度は計 24 回開催しました。 

個別ケース対応に関する検討は、会議開催日以外にも随時行っています。 
 

令令和和３３年年度度  擁擁護護委委員員会会議議のの開開催催回回数数  

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

回数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 24 

 
８８  ここれれままででのの経経過過 

平成 14 年 ４月 

（2002 年） 

子ども条例施行 

平成 17 年 ３月 

（2005 年） 

子ども計画策定、教育ビジョン策定 

平成 23 年 12 月 

（2011 年） 

区立校の小学 5 年生及び中学 2 年生約 2,600 人を対象に「子どもの生活と人権

意識」に関する調査を実施 

平成 24 年 ５月 

（2012 年） 

子どもの人権擁護の仕組み検討アドバイザー会議を設置、新たな制度の具体的

検討に着手 

 10 月 同会議にて「子どもの人権擁護の仕組み検討まとめ報告」とりまとめ 

 12 月 子ども条例を改正し、第三者機関として子どもの人権擁護委員を位置づけ 

平成 25 年 ２月 

（2013 年） 

子どもの人権の擁護と救済を考えるシンポジウム「新たな第三者機関の設置に向

けて」開催（成城ホール） 

 ４月 改正子ども条例を施行、せたがやホッと子どもサポート（せたホッと）設置 

 ７月 区立子ども・子育て総合センター（宮坂 3-15-15）にて相談業務を開始 

平成 26 年 ６月 

（2014 年） 

「平成 25 年度活動報告書」を発行 

 ７月 平成 25 年度の活動報告会を開催（成城ホール） 

平成 27 年 ３月 

（2015 年） 

区立学校の通常学級での特別支援教育に関する意見を表明 

６月 「平成 26 年度活動報告書」を発行 

７月 平成 26 年度の活動報告会を開催（北沢タウンホール） 

平成 28 年 ６月 

（2016 年） 

「平成 27 年度活動報告書」を発行 

 ７月 平成 27 年度の活動報告会を開催（北沢タウンホール） 
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平成 29 年６月 

（2017 年） 

「平成 28 年度活動報告書」を発行 

 ７月 平成 28 年度の活動報告会を開催（子ども・子育て総合センター） 

平成 30 年６月 

（2018 年） 

「平成 29 年度活動報告書」を発行 

 ７月 平成 29 年度の活動報告会を開催（子ども・子育て総合センター） 

令和元年 ６月 

（2019 年） 

「平成 30 年度活動報告書」を発行 

 ７月 平成 30 年度の活動報告会を開催（子ども・子育て総合センター） 

令和 ２年 ６月 

（2020 年） 

「令和元年度活動報告書」を発行 

令和 ３年 ６月 

（2021 年） 

「令和２年度活動報告書」を発行 

 10 月 令和２年度の活動報告を動画により配信 
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ⅡⅡ  令令和和３３年年度度のの活活動動状状況況  
  
１１  相相談談活活動動のの状状況況  

 令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの相談活動の状況は、令和２年度からの相談継続件数を含め、

以下のとおりです。 
 
（１） 相談の状況 
令和３年度の新規件数は 300 件でした。令和２年度からの継続件数は 66 件だったため、令和３年度は、合計

で 366 件の相談対応をしました。令和４年度へ継続する件数は 74 件になりました。 

 
 
（２）令和３年度の新規件数 
 令和３年度の新規件数、300 件の月別・相談者別の内訳は以下のとおりです。 

 

４月 12 (4.0%) 8 (2.7%) 20 (6.7%)

５月 11 (3.7%) 11 (3.7%) 22 (7.3%)

６月 16 (5.3%) 10 (3.3%) 26 (8.7%)

７月 20 (6.7%) 10 (3.3%) 30 (10.0%)

８月 8 (2.7%) 6 (2.0%) 14 (4.7%)

９月 6 (2.0%) 3 (1.0%) 9 (3.0%)

１０月 21 (7.0%) 15 (5.0%) 36 (12.0%)

１１月 57 (19.0%) 8 (2.7%) 65 (21.7%)

１２月 15 (5.0%) 8 (2.7%) 23 (7.7%)

１月 6 (2.0%) 6 (2.0%) 12 (4.0%)

２月 9 (3.0%) 11 (3.7%) 20 (6.7%)

３月 16 (5.3%) 7 (2.3%) 23 (7.7%)

合計 197 (65.7%) 103 (34.3%) 300 (100.0%)

子ども おとな 月別計

新規件数

令和3年度からの継続件数
74件
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（３）令和３年度の延べ相談対応数、活動回数 
新規件数 300 件に令和２年度からの継続件数 66 件を加えた 366 件について、延べ相談回数 1,150 回（初回か

ら終了までの間に相談者から寄せられた電話やメールなどによる相談回数）、相談者への活動回数 705 回（「せた

ホッと」から相談者に対して連絡を行った回数）、関係機関との活動回数 398 回（学校や区の他部署等とのやり

取りを行った回数）、そのすべてを合わせた総活動回数は 2,253 回となりました。活動回数の中には終了後の見

守り対応も含んでいます。  
なお、令和２年度の総活動回数は 1,599 回でした。 

 
※前年度からの継続件数 66 件を加えた 366 件に対する回数 

 

子ども おとな 月別計 子ども おとな 月別計

35 55 90 16 23 39 23 152

(1.6%) (2.4%) (4.0%) (0.7%) (1.0%) (1.7%) (1.0%) (6.7%)

23 54 77 22 30 52 11 140

(1.0%) (2.4%) (3.4%) (1.0%) (1.3%) (2.3%) (0.5%) (6.2%)

57 57 114 17 22 39 20 173

(2.5%) (2.5%) (5.1%) (0.8%) (1.0%) (1.7%) (0.9%) (7.7%)

61 44 105 34 27 61 23 189

(2.7%) (2.0%) (4.7%) (1.5%) (1.2%) (2.7%) (1.0%) (8.4%)

41 40 81 19 19 38 19 138

(1.8%) (1.8%) (3.6%) (0.8%) (0.8%) (1.7%) (0.8%) (6.1%)

31 44 75 18 24 42 19 136

(1.4%) (2.0%) (3.3%) (0.8%) (1.1%) (1.9%) (0.8%) (6.0%)

36 50 86 25 29 54 31 171

(1.6%) (2.2%) (3.8%) (1.1%) (1.3%) (2.4%) (1.4%) (7.6%)

84 63 147 78 36 114 57 318

(3.7%) (2.8%) (6.5%) (3.5%) (1.6%) (5.1%) (2.5%) (14.1%)

52 52 104 38 37 75 50 229

(2.3%) (2.3%) (4.6%) (1.7%) (1.6%) (3.3%) (2.2%) (10.2%)

24 46 70 12 39 51 39 160

(1.1%) (2.0%) (3.1%) (0.5%) (1.7%) (2.3%) (1.7%) (7.1%)

35 44 79 19 32 51 44 174

(1.6%) (2.0%) (3.5%) (0.8%) (1.4%) (2.3%) (2.0%) (7.7%)

64 58 122 39 50 89 62 273

(2.8%) (2.6%) (5.4%) (1.7%) (2.2%) (4.0%) (2.8%) (12.1%)

543 607 1,150 337 368 705 398 2,253

(24.1%) (26.9%) (51.0%) (15.0%) (16.3%) (31.3%) (17.7%) (100.0%)

延べ相談回数 相談者への活動回数 総活動回数関係機関との
活動回数

９月

１０月

１１月

１２月

令和
3年度

４月

５月

６月

７月

８月

１月

２月

３月

合計

子ども おとな 月別計 子ども おとな 月別計

543 607 1,150 337 368 705 398 2,253
(24.1%) (26.9%) (51.0%) (15.0%) (16.3%) (31.3%) (17.7%) (100.0%)
452 352 804 322 163 485 310 1,599

(28.3%) (22.0%) (50.3%) (20.1%) (10.2%) (30.3%) (19.4%) (100.0%)

関係機関との
活動回数

総活動回数

令和
3年度
令和
2年度

延べ相談回数 相談者への活動回数
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（４）相談状況の詳細と前年度との比較 
  
①①   相相談談内内容容  

令和３年度の新規の相談内容で最も多かったのは、「対人関係の悩み」（61 件、20.3%）でした。次いで、「い

じめ」（45 件、15.0%）、「心身の悩み」（35 件、11.7%）、「家庭・家族の悩み」（31 件、10.3%）、「学校・教職員

等の対応」（29 件、9.7%）となりました。 
令和２年度との比較では、相談件数が増えたこともあり、全体的に増加しています。特に「いじめ」や「虐待」、

「学習・進路の悩み」といった相談が大幅に増加しました。一方で、「子育ての悩み」や「家庭・家族の悩み」は

減少しました。また、近年は相談が少なかった「セクハラ」の相談が３件となっています。 
 
表① 相談内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
図① 相談内容の比較グラフ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

い
じ
め 

学
校
・
教
職
員
等
の
対
応 

虐
待 

不
登
校

 

行
政
の
対
応 

非
行
・
問
題
行
動 

学
校
事
故 

対
人
関
係
の
悩
み 

家
庭
・
家
族
の
悩
み 

子
育
て
の
悩
み 

学
校
の
悩
み 

話
し
相
手 

学
習
・
進
路
の
悩
み 

心
身
の
悩
み 

性
の
悩
み 

そ
の
他 
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学校・教職
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非行・問題

行動
体罰 差別 セクハラ 学校事故
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(15.0%)
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(9.7%)

23
(7.7%)

9
(3.0%)

4
(1.3%)

8
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4
(1.3%)

0
(0.0%)

3
（1.0%）

1
(0.3%)

対人関係の
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家庭・家族
の悩み

子育ての悩み 学校の悩み 話し相手
学習・進路
の悩み

心身の悩み 性の悩み その他 合計
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（20.3%）
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（10.3%）

18
（6.0%）

9
（3.0%）

0
(0.0%)

9
（3.0%）
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8
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（100.0%）
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②②  初初回回のの相相談談者者  
 令和 3 年度は、子どもからの相談は、「本人」からが 193 件（64.3%）、「友だち」からが４件（1.3％）でした。

おとなからの相談は、「母親」（84 件、28.0%）、「父親」（８件、2.7%）、「祖父母」（２件、0.7％）、「関係機関」

（１件、0.3%）となりました。 
 「関係機関」は「学校」です。「その他」の内訳は、「クラスメイトの保護者」や「親戚」などでした。 
 
表② 初回の相談者 

 
図② 初回の相談者の比較グラフ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③③  初初回回のの相相談談方方法法  
 初回の相談方法は、「電話」が 169 件（56.3％）で最も多く、次いで、「はがき」（74 件、24.7％）、「メール」

（43 件、14.3％）、「面接」（９件、3.0％）、「FAX」（２件、0.7％）の順となりました。令和３年度から、はがき

相談を始めたことにより、「はがき」での相談が増えており、子どもからの「はがき」による初回相談は、子ども

からの相談の約４割（73 件、37.1％）を占めています。 
 
表③ 初回の相談方法 
 
 
 
 
 
 

 
  

本人 母親 父親 祖父母 友だち きょうだい 関係機関 その他 合計

193 84 8 2 4 0 1 8 300

(64.3%) (28.0%) (2.7%) (0.7%) (1.3%) (0.0%) (0.3%) (2.7%) (100.0%)

本
人 

関
係
機
関 

友
達 

祖
父
母 

父
親 

母
親 

そ
の
他 

き
ょ
う
だ
い 

子ども 83 (42.1%) 31 (15.7%) 5 (2.5%) 73 (37.1%) 3 (1.5%) 2 (1.0%) 197 (100.0%)

おとな 86 (83.5%) 12 (11.7%) 4 (3.9%) 1 (1.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 103 (100.0%)

合計 169 (56.3%) 43 (14.3%) 9 (3.0%) 74 (24.7%) 3 (1.0%) 2 (0.7%) 300 (100.0%)

合計FAXはがき電話 メール 面接 手紙

57.2 
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図③ 初回の相談方法の比較グラフ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

※令和３年度より、はがき相談を開始 
  
④④  相相談談対対象象ととななるる子子どどもものの所所属属  

相談対象となる子どもの所属では、「小学校」に在学している子どもに関する相談が全体の６割以上（197 件、

65.7％）となりました。次に「中学校」（65 件、21.7%）、「高校等」（32 件、10.7%）、「未就学」（５件、1.7％）

となりました。 
令和２年度と比べると、「小学校」に関する相談が大幅に増加し、「高校等」の相談が減少しています。 

※「高校等」には、18 歳又は 19 歳で高等学校等に在学および児童福祉施設に在籍している場合も含みます。 
 
表④ 子どもの所属 

 
 

図④ 子どもの所属の比較グラフ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

未就学 小学校 中学校 高校等 不明 合計

5 197 65 32 1 300
(1.7%) (65.7%) (21.7%) (10.7%) (0.3%) (100.0%)
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65.7％）となりました。次に「中学校」（65 件、21.7%）、「高校等」（32 件、10.7%）、「未就学」（５件、1.7％）

となりました。 
令和２年度と比べると、「小学校」に関する相談が大幅に増加し、「高校等」の相談が減少しています。 

※「高校等」には、18 歳又は 19 歳で高等学校等に在学および児童福祉施設に在籍している場合も含みます。 
 
表④ 子どもの所属 

 
 

図④ 子どもの所属の比較グラフ 
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⑤⑤  相相談談対対象象ととななるる子子どどもものの学学年年  
 相談対象となる子どもの学年で最も多かったのは、「小学校６年」（39 件、13.0%）でした。次いで、「小学校

４年」（36 件、12.0％）、「小学校２年」(34 件、11.3%)、「小学校３年」（28 件、9.3%）となりました。 
 令和２年度に比べ、「小学校」からの相談が増加しており、中でも「小学校１年」、「小学校２年」、「小学校４

年」、「小学校６年」からの相談が増加しました。一方で、「高校等」では、全学年の相談が減少しています。 
※「学年不明」は、学年や所属を確認できずにメールや電話での相談を終えたケースや、学年や所属を明かしたくないといった相

談が含まれます。 

※「高校等」には、18 歳又は 19 歳で高等学校等に在学および児童福祉施設に在籍している場合も含みます。 

 
表⑤ 子どもの学年 

 
 
図⑤ 子どもの学年の比較グラフ 
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⑥⑥  相相談談者者ととのの相相談談方方法法    
相談者とのやり取りは、子どもが 880 回、おとなが 975 回、合計 1,855 回でした。 
そのうち、相談者からの相談方法で最も多いのは、子どもは「電話」(188 回、21.4%)、次いで「メール」（132

回、15.0%）でした。おとなも「電話」（342 回 35.1%）が最も多く、次いで「メール」（165 回、16.9%）となり

ました。 
「せたホッと」から相談者への連絡方法では、子どもに対しては「メール」（134 回、15.2%）、おとなに対し

ては「電話」（202 回、20.7%）が、最も多かったです。 
令和３年度は、子どもからの「はがき」による相談や、子ども・おとな共に「面接」での相談が大幅に増えま

した。一方で、子どもの「メール」での相談が減少しています。 
 
表⑥ 相談者との相談方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和３年度より、はがき相談を開始  
  

⑦⑦  初初回回のの相相談談者者がが子子どどもものの場場合合のの相相談談内内容容    
初回の相談者が子ども（本人 193 件と友だち４件を合わせた 197 件）の場合の相談内容は、「対人関係の悩み」

（57 件、28.9%）が最も多く、次いで「心身の悩み」（33 件、16.8%）、「家庭・家族の悩み」（29 件、14.7%）、

となりました。 
令和２年度に比べ、「いじめ」、「虐待」、「対人関係の悩み」「学習・進路の悩み」等の相談割合が増加しました。

また、令和２年度には相談がなかった「行政の対応」（３件、1.5％）や「非行・問題行動」（１件、0.5％）、「体

罰」（２件、1.0％）の相談がありました。 
 

表⑦ 相談内容（初回の相談者が子どもの場合） 
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罰 

図⑦ 相談内容（初回の相談者が子どもの場合）の比較グラフ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
⑧⑧  初初回回のの相相談談者者がが子子どどもものの場場合合のの子子どどもものの学学年年  

初回の相談者が子どもの場合、「小学校２年」、「小学校３年」（24 件、12.2%）が最も多くなりました。 
令和２年度に比べて、相談件数がほぼすべての学年で増加しました。ただ、「小学５年」、「高校２年」のみ相談

件数が減少しています。割合としては、「小学校１年」～「小学校４年」までの小学校低・中学年の相談が増えて

います。 
※「学年不明」は、学年や所属を確認できずにメールや電話での相談を終えたケースや、学年や所属を明かしたくないといった相

談が含まれます。 

※「高校等」には、18 歳又は 19 歳で高等学校等に在学および児童福祉施設に在籍している場合も含みます。 

 
 
表⑧ 子どもの学年（初回の相談者が子どもの場合） 
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図⑧ 子どもの学年（初回の相談者が子どもの場合）の比較グラフ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨⑨  初初回回のの相相談談者者がが子子どどもものの場場合合のの性性別別    
 初回の相談者が子どもの場合における性別の内訳は、女子からの相談（130 件、66.0％）が男子からの相談（54
件、27.4%）よりも多かったです。令和２年度に比べて、男子からの相談の割合が減りました。 
 
表⑨ 子どもの性別（初回の相談者が子どもの場合） 

 
 

図⑨ 子どもの性別（初回の相談者が子どもの場合）の比較グラフ 
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⑩⑩  委委員員･･専専門門員員のの総総活活動動回回数数（（相相談談方方法法別別））      
相談活動の方法としては、「電話」（1,092 回、48.5%）が最も多く、次いで「メール」（620 回、27.5%）、「面

接」（324 回、14.4%）となりました。令和２年度との比較では、「面接」、「はがき」、「手紙」での相談活動の割

合が増えました。また、「FAX」（15 件、0.7％）での相談活動も増えています。 
 
表⑩ 委員･専門員の総活動回数（方法別） 
 
 
図⑩ 委員・専門員の総活動回数（方法別）の比較グラフ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

※令和３年度より、はがき相談を開始  
  
⑪⑪  委委員員･･専専門門員員のの総総活活動動回回数数（（相相談談対対応応先先別別））  

相談対応先としては、「おとな」（975 回、43.3%）とのやり取りが最も多く、次いで「子ども」（880.回、39.1%）、

「関係機関」（398 回、17.7%）でした。令和２年度に比べ、「おとな」が「子ども」を上回りました。 
 

表⑪ 委員･専門員の総活動回数（対応先別） 

 
図⑪ 委員･専門員の総活動回数（対応先別）の比較グラフ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫⑫ 新新規規件件数数とと総総活活動動回回数数のの月月別別推推移移  
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図⑩　委員 ・専門員の総活動回数 （方法別） の比較グラフ
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 新規件数は、11 月（65 件）が最も多く、次いで 10 月（36 件）、７月（30 件）の順に多く相談がありました。

総活動回数は、11 月（318 回）、３月（273 回）、12 月（229 回）の順に多く活動しました。 
 
図⑫ 新規件数と総活動回数の月別推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

令和３年度 

令和２年度 
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２２  権権利利のの侵侵害害をを取取りり除除くくたためめのの申申立立てて等等  

  令和３年度は、世田谷区子ども条例19条に基づく権利侵害を取り除くための申立てはありませんでした。 

  

３３  相相談談方方法法とと内内容容のの分分析析  

〇相談方法の分析 

令和３年度の新規相談件数は300件でした。令和２年度からの継続件数66件をあわせると、総相談件数

は366件でした。令和元年度から新規相談件数は減少傾向でしたが、令和３年度では子ども・おとなともに

新規相談件数が増加しました。要因としては、子どもに関しては、令和３年度から実施を開始した、はがき

相談によるものが大きいです。実際に、令和３年度の初回の相談方法では、子どもで最も多かったのが「電

話」（83件、42.1％）、次にはがき相談が分類される「はがき」（73件、37.1％）となりました。令和２年度

の初回の相談方法では、「はがき」や「手紙」が０件だったことを考えると、新規相談件数増加の大きな要

因であることがわかります。特に、小学生に対して配布した11月は、新規相談65件のうち「はがき」が

43件となっており、はがき相談が小学生の重要な相談方法であると言えます。NTTドコモ モバイル社会研

究所による「2021年親と子の調査」1では、携帯電話未所有の割合が「小学生低学年（小１～小３）」は

73％、「小学生高学年（小４～小６）」は48％という結果を示しています。小学生全体の半数以上が携帯電

話を所持していないことから、小学生が電話やメールで相談するとなった場合、保護者の携帯電話や家庭の

固定電話、公衆電話を使用することになります。家庭の固定電話や公衆電話は減少傾向になっており（「令

和３年度版情報通信白書」2）、必然的に子どもが使用する頻度も減っていると考えられます。保護者の携帯

電話で相談となると、相談事が親に知られるのはもちろんのこと、使用するタイミングが限られており、子

どもが相談したいときに電話やメールでの相談ができません。子どもが自分のタイミングで、思ったことや

相談したいことを書けるという点で、はがき相談が小学生の相談方法として有効だったと考えられます。 

一方で、メールでの相談割合が減少しています。初回の相談方法でも、その後のやり取りにおいても減少

しており、メールでの相談需要が低くなっていることがうかがえます。メールでの相談は、中学生・高校生

が中心ですが、中学生からの相談は増加、高校生からの相談もほぼ横ばいであることから、中学生・高校生

も電話や面接での相談が多くなったと言えます。東京都都民安全推進本部の「家庭における青少年のスマー

トフォン等の利用等に関する調査」3では、「スマートフォンの主な使用目的」として、「メール」が中学

生・高校生ともに約35％であるのに対し、SNSは７割以上と高い割合を示しています。この点からも、中学

生・高校生のメール離れが生じていると考えられます。SNSの利点として、即座に返事が返ってくるという

点が考えられますが、その点においてメールよりも電話や面接が好まれているのではないかと推測されま

す。今後は、小学生ははがき相談での相談件数の増加が見込まれますが、中学生・高校生に対してはメール

に代わる新しい相談方法の確立が必要となってくると考えます。 

また、おとなに関しては、「電話」が86件（83.5％）と最多であり、例年同様、初回での主要な相談方法

となっています。ただ、初回以後のやり取りに関しては、メールや面接での相談方法が昨年度に比べて増え

ています。最初は電話で予約を行い、詳しい相談は面接で行いたいという相談者も多くいました。メール

も、面接日の予約調整のために使用するという相談者が多いことから、やり取りの数が増加しているものと

考えられます。 
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〇相談者の傾向 

「せたホッと」への相談は例年、子どもからの相談が約６割を占めており、令和３年度も子どもからの相

談が65.7％となりました。特に、本人からの相談が令和２年度では全体の57.2％でしたが、令和３年度で

は64.3％まで上がりました。保護者が「せたホッと」への相談を子どもに勧めた場合もあり、子どもだけ

でなく保護者にも「せたホッと」の認知度が高まってきていることを感じます。さらに、令和３年度は「ク

ラスメイトの保護者」からの相談があったのが印象的でした。当事者からの相談ではないということで、

「せたホッと」ができることも限られてしまいますが、子どもの権利侵害に関する出来事の早期発見は重要

なことだと考えます。そのため、子どもだけでなく、おとなに対する広報・啓発活動も重点的に行っていこ

うと思います。 

相談対象となる学年では、全体では「小学校６年」が最も多く、次は「小学校４年」でした。一方で、初

回の相談者が子どもの場合は、「小学校２年」と「小学校３年」が最も多くなりました。このことからも、

小学校低学年の子どもからの相談が増えていることがわかります。これは、前述したはがきによる相談数の

増加が主な要因であると考えられます。 

 

〇相談内容の分析 

令和２年度の活動報告書では、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校に関係する相談が減少したと分

析しました。文部科学省 4は、いじめの認知件数が10万件近く、暴力行為が１万３千件近く減少したと報

告しています。その要因として、新型コロナウイルス感染症の影響により、「生活環境が変化し、児童生徒

の間の物理的な距離が広がったこと」や「様々な活動が制限され、子供たちが直接対面してやり取りをする

機会やきっかけが減少したこと」などをあげています。 

一方で、令和３年度では、「いじめ」や「対人関係の悩み」など、子ども同士の関係性に関する相談が増

加しています。特に、「いじめ」は相談全体の15％を占めました。国立成育医療研究センターでは、「コロ

ナ×子どもアンケート」として、子どもおよびその保護者のコロナ禍での心の実態について、アンケート

調査をしています。その「第７回調査報告書」5において、小学校低学年の25％が「すぐにイライラしてし

まう」と回答しており、１つでもストレス反応を示している子どもが71％いたことを報告しています。新

型コロナウイルス感染症によるストレスは、子どもに大きな影響を及ぼしており、物理的な距離を保つなど

といった予防対策も限界に近づいてきている可能性もあり、子ども同士のトラブルが増えたものと考えられ

ます。また、その対策を実施している学校も対応に苦しんでいるのではないかと推測されます。こうした中

で、「せたホッと」のような中立的な第三者機関が関係調整を行っていくことは、学校での問題解決の一助

になると考えます。 

また、令和３年度では、「虐待」の相談件数も増加しました。令和２年度からは倍以上、過去８年間で最

も多い件数になっています。世田谷区児童相談所 6は、令和２年度の虐待相談対応件数として、1,525件と

令和元年度に比べ増加していることを示しており、世田谷区での虐待の認知件数が増加しているといえま

す。令和３年度の活動報告書では、相談件数の減少の要因について、子どもと保護者が家の中で一緒に過ご

す時間が増えたことで、保護者と子どもの間でコミュニケーションが増え、「せたホッと」に相談するまで

に至らなかったということと、子どもが親のことや親に聞かれたくないことを相談しづらくなったのではな

いかという２つの側面から考察をしています。特に、「虐待」等の家庭に関する相談は、話したくても保護

者が家にいるから話せないといった、子どもにとって相談しづらい環境であったと考えられます。厚生労働
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省 7は、児童虐待相談件数の増加の要因の一つとして「警察等からの通告の増加」を挙げています。子ども

から児童相談所には直接相談できず、家庭に警察が訪問する事態の増加を示していると考えられます。一方

で、令和３年度になると、在宅勤務や外出自粛が緩和された時期もあり、子どもと保護者が離れる時間も多

くなりました。そのため、短い時間でも子どもにとって保護者に知られず相談できる機会が増えたものと思

われます。本来は子どもと保護者のコミュニケーションが増えることは、良いことだと思います。ただ、現

代社会のストレスが多い状況下では、少しの意見の違いからエスカレートしてしまう可能性が高いです。子

どももおとなも、互いに相談できる相手に話をすることで、客観的に物事を見つめ直したり、少し冷静に対

応できるようになったりします。 

 さらに、令和３年度は過去８年間では、１件のみだった「セクハラ」に関する相談が３件ありました。令

和３年度は、「いじめ」、「虐待」、「セクハラ」など、重大な権利侵害の相談が増加しており、子どもの権利

救済機関として「せたホッと」の必要性が高まっていると感じます。 

今後、新型コロナウイルス感染症が拡大していくか、縮小していくかはわかりません。その中において、

子どもを取り巻くおとなが、より一層子どもの現状を把握し、見守っていく必要があると考えます。「せた

ホッと」も子どもが相談できる相談機関として、子どものストレスを緩和していけるように尽力していきた

いと思います。 
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ⅢⅢ  相相談談対対応応・・調調整整活活動動状状況況  

１１  事事例例紹紹介介  

  

※プライバシー保護のため、複数の事例から構成するとともに、内容等も一部変更しております。 

相相談談者者  

子子どどもものの所所属属  

相相談談のの主主なな内内容容  

相相談談方方法法 

相相談談及及びび調調整整のの概概要要  

事事例例①①  

本本人人  

小小学学生生  

いいじじめめ  

電電話話・・面面接接  

 

 

【【相相談談内内容容】】  

仲良くしていた友だちから急に「ウザい」「友だちの縁を切りたい」と言われた

り、無視されたりするようになりました。担任に相談しても、あしらわれてしま

ったので、これ以上言っても何もしてくれないと思います。学校に行かなきゃと

は思うけど、つらい気持ちが大きくなってきて、学校を休みたいと思うようにな

ってきました。どうしたらいいですか。 

【【せせたたホホッッととかからら】】  

本人と母親に来所してもらい、委員と専門員で話を聴きました。学校が好きで、

積極的に発言ができ、係の仕事を一所懸命にする、クラスには他にも仲の良い友

だちが何人もいる子でした。本人からは、無視しはじめた友だちに対して、前の

ように仲良くしなくていいので、嫌なことを言ったり、あからさまに無視をした

りはやめてほしいという希望がありました。しかし、自分から先生に相談しても

わかってくれないかもしれないということなので、「せたホッと」が学校に訪問し、

いじめの解消について話し合うことができると伝えると、「第三者の人が話してく

れるとわかってくれるかも。お願いします」と言ってくれました。 

委員と専門員で学校を訪問し、本人の気持ちや希望を伝えました。担任は、友

だちもたくさんいて、積極的な児童なので、気にしなくていいと励ませば大丈夫

だと軽く考えていたようでした。普段は明るくしていても、心は傷ついているこ

とを伝え、誰も助けてくれない、わかってくれないと苦しんでいたことを受け止

めてほしいと伝えました。学校からは、それぞれの子どもから話を聴き、対策を

考えるとの回答があり、校長が直接本人の話を聴いて味方になってくれることや、

他のクラスの先生も見守るようにしていきたい、という話がありました。 

後日、本人と相手の子との話し合いに副校長と担任が入り、今後どうするかを

一緒に考え、お互いに納得するかかわり方をしていこうと約束をしたと、本人か

ら報告をもらいました。また困ったことがあれば相談してほしいと伝え、相談を

終えました。 

- 19 -




